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保護者の皆様へ 

大阪市教育委員会  

 

 

学校給食費の取り扱いについて 

 

 学校給食の実施にあたりまして、平素よりご協力いただきありがとうご

ざいます。 

 標題について、コロナ禍における取組として、保護者等の経済的負担の

軽減を図るため、学校給食費を無償とした措置を令和４年度も継続いたし

ます。 

 なお、教育扶助費または就学援助費を受給されている方は、その受給期

間にかかる学校給食費については、それぞれの制度から支給されることに

より納付が不要となりますが、年間の給食費額をお示しする必要があるた

め学校給食費額決定通知書をお渡しすることになります。 

 


